
（１）市内に事業所を有する事業者等

（２）市内において新たな事業活動を行う個人または法人

　　市内事業者等が事業継続や更なる事業拡大等持続可能な経営基盤を確立することを目的として、ソ

フトウェア等を導入し、生産性の向上等によるコストの削減を図るときに、その、ソフトウェア等の導

入に資する経費の一部を補助します。

【補助率】補助対象経費の１/２以内　　【補助上限額】３０万円

令和８年４月１日（水）　～　令和９年１月２９日（金）
※１　予算額に達し次第、募集を終了します。

※２　補助対象事業の完了後３０日以内または令和８年２月末日までのいずれか早い期日までに

実績報告をする必要があります。

　生産性の向上や業務改善、集客促進を目的として実施するデジタル化に資する事業のうち、

次のいずれかに該当する事業。

（１）グループウェア導入事業

（２）ソフトウェア導入事業（表計算ソフト等、一部ソフトウェアを除く）

（３）ＰＯＳレジ・キャッシュレス決済導入事業

（４）ホームページ作成または機能向上事業

（５）その他デジタル化に資するシステム等の導入

 【問合せ先・申請書提出先】

　登別市観光経済部商工労政グループ

　〒059-0012

　登別市中央町４丁目１１番地　アーニス２階

電   話：０１４３－８５－２１７１

ＦＡＸ：０１４３－８３－５３０2

E-Mail：shoko@city.noboribetsu.lg.jp

登別市公式ウェブサイト

二次元コード
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（１）ソフトウェア購入費 （２）クラウド利用料（交付決定の日から交付決定の

　　　日の属する会計年度の３月末日までのもの）
（３）消耗品費 （４）備品購入費

（５）委託料 （６）手数料

（７）工事請負費 （８）その他市長が必要と認める経費

（１）中古物品等の購入費用

（２）ＩＴツールの使用に資さない機器の購入経費又は目的外使用になり得る

　　　パソコン・タブレット等の購入経費

（３）通信費・回線使用料

（３）その他市長が適当でないと認める経費

提出書類

①登別市デジタル化促進補助金交付申請書（一般事業者用）

②登別市デジタル化促進補助金交付申請書（創業者用）

③事業計画書　※一般事業者と創業者で内容が異なります。

④誓約書

⑤収支予算書

⑥登記事項証明書又は直近の確定申告書の写し

（創業者にあっては、開廃業届出書の写し）
⑦見積書

⑧機器等仕様書

⑨市税等の納付状況を確認できる書類（納税証明書（未納がない証明）

等）
⑩その他市長が必要と認める書類 ※必要に応じて求めます

提出書類

①登別市デジタル化促進補助金実績報告書

②補助対象経費にかかる領収書の写し

③実施した事業の内容が確認できる資料

④その他市長が必要と認める書類 ※必要に応じて求めます

１．概　要１．概　要

１．概　要１．概　要

１．概　要１．概　要

                           

 １．交付決定後に契約・購入を行わなければなりません。

 ２．入力したデータを単純計算で帳票やグラフ又は表等に、印刷もしくは画面に表示する等

　　単一の処理を行う機能しか有しないシステム等を導入する事業は対象外です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 ※詳細はお問い合わせください。


